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「平成23年東北地方太平洋沖地震」によりライフラインとなる占用物件が被害を受けた

場合の河川敷地占用許可等制度の運用について

平成23年３月11日に三陸沖を震源とする「平成23年東北地方太平洋沖地震」が発生し、

東北地方を中心に大きな被害がもたらされたところである。この地震及びこれに伴って発

生した津波等の影響により、河川法（昭和39年法律第167号）第24条又は第26条第１項の

規定による許可を受けて設置されたライフラインが損傷し、その復旧のため必要な場合に

は、国民生活及び災害復旧・復興に支障を生じさせないという観点から、当面の間、当該

許可受者等の要望に可能な限り迅速かつ柔軟に対応する等、占用許可等制度を適切に運用

されたい。


